
使用済量水器売却仕様書

1. 件 名 令和７年度使用済量水器売却
2. 履 行 期 間 契約締結日から 20 日以内
3. 売 却 物 件

4. 契約代金の納入 契約締結後、本町が発行する納入通知書により納入。
5. 引 渡 時 期 契約代金の納入確認後、速やかに引き渡すものとする。
6. 引 渡 場 所 精華町上下水道部事務所

京都府相楽郡精華町大字祝園小字門田 14 番地 1
7. 付 記 事 項

①量水器については再利用をしないこと。
②伸縮補足管や受信器・受信器コード等の付属品もすべて引き取るものとする。
③買受にかかる運搬費・人件費・手数料等のすべての経費は買受人の負担とする。
④入札単位は買受代金の総額で行う。(消費税及び地方消費税含まず)
⑤入札額の積算内訳を入札書に記載すること。
⑥売却物件は代金完納後、速やかに引き取るものとする。
⑦本町構内での作業に際しては、本町担当者立会いのもと、その指示に従い、事故の無いよう、
十分に注意すること。なお、本町構内での作業中の事故や本町施設等に損害を与えた場合は、
買受人の責任において処理し、損害を賠償すること。

⑧売却物件の引き取り・運搬に際しては、「道路運送車両法」「道路交通法」その他の関係法令
を遵守すること。

8. そ の 他
本仕様書に記載されていない事項、及び本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、精華町と協議
の上、変更内容等について決定するものとする。


